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公 売 財 産 明 細 書 

売却区分 
番  号 機構３－１ 

見 積 価 額 ８，４００，０００円 

公売保証金 ９００，０００円  

公

売

財

産

の

表

示 

 
 
 
 

【土  地】 

所   在   有田市宮崎町字宮ノ脇 

地   番   ５５４番１ 

地   目   宅地 

地   積   ３６４．３４㎡ 

 

 

 

【建  物】 

所   在   有田市宮崎町字宮ノ脇５５４番地１ 

家屋番号   ５５４番１ 

種   類   居宅 

構   造   軽量鉄骨造セメント瓦葺２階建 

床 面 積   １階 １４２．１８㎡ 

         ２階  ９３．５６㎡ 

 

  

 

以上 登記簿による表示 
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公

売

財

産

の

概

要 

 

【土地の概況等】 

 

●位 置 ・ 交 通 ：  対象不動産は JR 紀勢本線「箕島」駅の南西約２．９㎞（道路距離）

付近に位置している。 

 

●付 近 の 状 況 ：  対象不動産の存する地域は、有田市の有田川河口、箕島漁港に近

接して位置しており、一般住宅を主として作業場、事業所、田畑の

農地等が混在する住宅地域である。 

 

●公法上の規制等 ：  非線引都市計画区域 

第１種居住地域（建ぺい率：６０％、容積率：２００％） 

 

●地 形 、 地 勢 ：  間口約１６．５ｍ、奥行き約２２ｍのほぼ長方形で、接面道路から北

方奥約１９ｍまでコンクリート擁壁により約１ｍ高い平坦地となってい

る。 

 

●接面道路の状況 ：  南側で幅員約５．５ｍの舗装市道（１０号線）に接面する。 

 

●供給処理施設 ：  電気、上水道いずれも整備されている。 

 

●土壌汚染の有無 ：  価格時点現在有田市には、土壌汚染対策法における「指定区域」は

なく、また、過去の住宅地図、閉鎖登記簿等から土壌汚染対策法第

３条に規定する有害物質使用特定施設に相当する工場又は事業

所の敷地であった事実は確認できない。 

 

●地下埋設物の有無 ：  現況建物の基礎等の地下構造物以外は存在しないと思料される。 
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【建物の概況等】 

 

●構  造 ：  軽量鉄骨造セメント瓦葺２階建、居宅 

 

●建 築 年 月 日 ：  平成８年５月８日新築  

          

●経済的残存耐数 ：  現況利用状況から判断し、１０年程度は有効利用可能と思われる。 

 

●使 用 状 況 ：  占有者が住居として使用している。 

 

●延 床 面 積 ：  ２３５．７４㎡ 

 

●付 属 設 備 ：  電気、給排水 

 

●保 守 状 況 ：  良好 

 

●有害物質の使用 ：  目視での調査では、規制対象の建築資材や吹付けアスベスト等の

有害物質の使用は認められない。 

 

●耐震診断の有無 ：  なし 
 

●遵 法 性 ：  建築確認番号・平成８年３月１日 第２－３４号 
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利

用

状

況

等 

 

 

【利用状況等（現況）】※令和３年６月聴取時点 

 

 

 公売対象の不動産には、占有者A（滞納者の遠縁の親族）が居住しているが、賃貸借契約

等は結んでいない。また、直接の金銭のやり取りもない。 

 

 敷地内に滞納者が所有する未登記の車庫の一部が越境している。未登記ではあるが、建

築確認申請や固定資産税の課税状況から、滞納者本人に帰属する物件であると断定でき

る。この車庫については、特筆して不動産の利便性を下げる物ではないと思われるが、買受

人との間に法定地上権が成立すると考えられる。 

 

 また、玄関口が隣接する５５４―４の土地に接しているため、通行に際し確認が必要となる

可能性がある。 
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そ

の

他

公

売

条

件 

 

●買受人は、公売物件の明渡し等について、占有者との協議を必要とします。 

●境界の確定は、隣接地所有者と協議してください。 

●図面と現況が異なる場合は、現況を優先します。 

●公売財産の現況や権利関係、法的規制等は、公売財産明細書等の関係資料のほか、

登記簿等の公簿類、関係官庁、現地調査などで十分に内容を御確認の上、入札してく

ださい。 

なお、現地調査に当たっては、公売財産の所有者、占有者などの権利を侵害しないよう

に留意してください。現地確認は、必ず御自身で行ってください。 

●図面、現況写真等は、おおよその位置を示すもので、現況と異なる場合があります。 

●買受人が売却決定に基づく買受代金を全額納付したときに、公売財産を取得します。 

●和歌山地方税回収機構は、引渡しの義務を負いません。 

●公売財産上にある動産等は、公売の対象外です。 

●公売財産内の動産類やゴミ等の撤去、占有者等の立退きなどは全て買受人自身で行

ってください。和歌山地方税回収機構は関与いたしません。 

●公売財産に隠れた瑕疵があっても、現所有者及び和歌山地方税回収機構に担保責任

は生じません。 

●和歌山地方税回収機構は、買受人の請求に基づいて不動産登記簿上の権利移転の

みを行います。権利移転に伴う費用（移転登記の登録免許税など）は買受人の負担とな

ります。 

●公売財産の売却決定は、最高価申込者に係る入札結果をもって行います。 

●税の納付等により公売を中止することがありますので、入札前に御確認ください。 
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(注) 地図はおおよその場所を示しているので、公簿等により必ず現地確認を行ってください。 

 
所 在 図 
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土地改良所在図  
法務局：土地改良所在図 
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地 積 測 量 図 
法務局：地積測量図 
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建物図面・各階平面図 
法務局：建物図面・各階平面図 
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現 況 写 真 
（建物南東側から） 

 
（建物南西側から） 

 

写真の境界線はおおよそですので、必ず確認を行ってください。 
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現 況 写 真 
（建物北東側から） 

 

 
（未登記物件＜黄色枠線内部＞の正面から、越境イメージ） 

 

写真の境界線はおおよそですので、必ず確認を行ってください。 
 
 
 
 


